
こ
こ
に
紹
介
す
る
「
朝
鮮
人
来
朝
一
件
」
は
全
七
九
丁
か
ら
成
る
和
装
本
で
、
一
丁

表
〜
七
四
丁
裏
は
宝
暦
一
四
（
一
七
六
四
）
年
の
朝
鮮
信
使
、
七
五
丁
表
〜
七
九
丁
裏

は
同
年
（
明
和
元
年
）
の
琉
球
使
節
に
関
す
る
文
書
・
記
録
類
を
収
め
た
も
の
で
あ
る
。

摂
津
国
東
成
郡
野
田
村
の
伝
来
で
、
平
成
一
八
年
に
個
人
か
ら
の
寄
贈
を
受
け
、
大
阪

歴
史
博
物
館
の
蔵
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

丁
数
で
大
部
分
を
占
め
る
前
部
は
、
朝
鮮
信
使
一
行
の
大
坂
〜
淀
間
の
通
航
に
関
わ

る
公
儀
触
や
、
庄
屋
ら
の
連
印
に
よ
る
願
書
、
綱
引
人
足
割
な
ど
の
写
し
か
ら
成
り
、

中
に
は
い
わ
ゆ
る
「
唐
人
殺
し
」
一
件
（
１
）
に
関
す
る
記
述
も
あ
る
。

他
方
、
本
稿
で
扱
う
後
部
は
、
琉
球
使
節
の
大
坂
〜
伏
見
間
の
通
航
に
関
わ
る
も
の

で
あ
り
、
す
で
に
一
部
、
飯
沼
雅
行
氏
に
よ
る
引
用
が
あ
る
な
ど
（
２
）
、
注
目
す
べ
き

内
容
を
含
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
は
後
部
全
体
の
翻
刻
・
写
真
に
若
干
の
解
説
を
加
え
、

も
っ
て
紹
介
と
し
た
い
。

【
翻
刻
】

凡
例

・
内
容
の
区
切
り
を
示
す
た
め
、
①
〜
⑥
を
打
っ
た
。

・
丁
替
わ
り
は
〈
〉
で
示
し
た
。

・
ノ
ド
の
部
分
は
無
理
に
開
か
ず
、
判
読
不
明
は
■
で
示
し
た
。

・
変
体
仮
名
・
旧
字
に
つ
い
て
は
な
る
べ
く
原
本
に
準
じ
た
。

〈
七
五
表
〉

琉
球
人
一
件

①琉
球
人
参
府
ニ
付
御
用
之
儀
銀
座
江
被
仰
付
候
趣
御
勘
定

奉
行
へ
被
仰
渡
候
、
就
夫
浮
説
可
申
觸
哉
、
金
銀
吹
替
之
儀
ハ

曽
而
無
之
事
ニ
候
条
、
決
而
右
躰
之
風
説
仕
間
敷
候
、
右
之
趣

従
江
戸
被
仰
下
候
条
、
觸
知
候
間
、
右
躰
之
浮
説
申
も
の
有

之
ハ
其
も
の
留
置
早
速
可
訴
出
候
、
右
觸
之
儀
寺
社
家

庄
屋
年
寄
承
知
之
段
、
令
印
形
郡
切
村
次
順
々
無
遅

滞
相
廻
シ
觸
留
村
�
出
雲
守
番
所
へ
可
持
参
者
也
、

（
鵜
殿
長
達
）

宝
暦
十
四
年

出
雲
印

（
興
津
忠
通
）

申
五
月
十
七
日

能
登
印

「
朝
鮮
人
来
朝
一
件
」
に
見
え
る
琉
球
使
節
関
係
史
料
に
つ
い
て

木
土

博
成

大 阪 歴 史 博 物 館 研 究 紀 要
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（
成
）

東
生
郡
村
々

②今
度
琉
球
人
就
参
府
淀
川
筋
登
舩
之
節
、
綱
引

〈
七
五
裏
〉

人
足
弐
百
五
拾
人
淀
川
筋
両
側
縁
リ
村
々
�
差
出
筈
ニ
候
間
、

人
数
為
用
意
先
達
而
相
知
セ
候
、
尤
大
坂
出
立
之
日
限
者

追
而
可
相
觸
候
、
此
觸
状
之
趣
令
承
知
候
段
、
村
々
庄
屋

年
寄
致
判
形
、
村
次
順
々
早
々
相
廻
觸
留
之
所
�

大
坂
番
所
江
可
持
参
者
也
、

申
九
月
十
日
大
坂
番
所

淀
川
筋
東
側
摂
州
東
生
郡
野
田
村
�
河
州
交
野
郡
楠
葉
村
�

③

追
而
此
觸
書
ニ
割
付
を
以
早
々
可
相
廻
候
、

今
度
琉
球
人
江
戸
江
参
上
ニ
付
、
来
ル
十
五
日
大
坂
罷
立
川
御
座

舩
三
艘
過
書
伏
見
舩
弐
拾
五
艘
ニ
而
伏
見
�
登
リ
候
間
、

綱
引
人
足
弐
百
五
拾
人
両
側
縁
リ
之
村
々
無
滞
村
次
順
々

差
出
綱
引
登
リ
城
州
路
ニ
至
リ
候
ハ
ヽ
、
彼
地
村
々
�
出
候
人
足
江

〈
七
六
表
〉

（

島

津

重

豪

）

綱
引
渡
シ
、
尤
舩
々
綱
引
人
足
割
等
之
儀
茂
松
平
薩
摩
守

家
来
差
図
次
第
可
送
届
候
、
此
觸
状
承
届
候
段
庄
屋

年
寄
致
判
形
相
廻
シ
留
之
所
�
大
坂
番
所
へ
可
持
参
者
也
、

（
永
井
白
衆
）

申

監

物

川
口

十
月
十
二
日

出
雲

東

午
下
刻

能
登

西

淀
川
筋
東
側
摂
州
東
生
郡
野
田
村
�
河
州
交
野
郡
楠
葉
村
�

④

伏
見
登
リ
綱
引
人
足
割
方

御
舩
奉
行
与
力
衆

舩
印
紺
白
段
々
筋

右
同
舩
印
右
同
断

一
、
早
舩

綱
引
五
人

一
、
早
舩

綱
引
五
人

一
、
使
舩

一
、
使
舩

（

忠

盈

）

本
多
中
務
太
輔
様
舩
印

白
縮
緬
本
之
字
た
し
鳥
毛

一
、
川
御
座

綱
引
三
十
五
人

一
、
雨
戸
舩

五
人

一
、
賄
舩

五
人

一
、
雪
隠
舩

三
人

〈
七
六
裏
〉

合
四
拾
八
人

（
矩
貞
）

龜
井
能
登
守
様
舩
印
地
白

紺
四
ツ
目
結
た
し
輪
鳥
毛

一
、
川
御
座

綱
引
三
拾
五
人

一
、
雨
戸
舩

五
人

一
、
賄
舩

五
人

一
、
雪
隠
舩

三
人

合
四
拾
八
人

（

松

浦

誠

信

）

松
平
肥
前
守（
３
）
様
舩
印
緋
縮
緬

ク
ロ

吹
流
白
ニ
而
二
ツ
リ
た
し
黒
鳥
毛
輪

一
、
川
御
座
（
４
）

一
、
雨
戸
舩

五
人

一
、
賄
舩

五
人

一
、
雪
隠
舩

四
人

一
、
雪
隠
舩

三
人

合
六
拾
弐
人

（８２）

「朝鮮人来朝一件」に見える琉球使節関係史料について



舩
印
子
持
筋
下
山
道
一
番

舩
印
右
同
断
二
番

舩
印
右
同
断
三
番

一
、
小
屋
形
舩

四
人

一
、
小
屋
形
舩

四
人

一
、
小
屋
形
舩

四
人

舩
印
右
同
断
四
番

一
、
過
書
三
十
石
舩

弐
人

副
使
乗
舩
舩
印
十
文
字
小
差
裾
黒
ま
ね
き

一
、
川
御
座

綱
引
三
拾
人

一
、
使
舩

三
人

一
、
雪
隠
舩

一
、
雨
戸
舩

合
三
拾
三
人

御
舩
奉
行
与
力
衆

紺
白
段
々
筋

一
、
早
舩

綱
引
五
人

一
、
使
舩

〈
七
七
表
〉

（
荷
船
引
）

（
十
）

（
人
）

■
■
■
■
■
■
■

一
、
過
書
舩
弐
拾
四
艘

凡
綱
引
残
弐
拾
六
人

右
ハ
琉
球
人
明
後
十
五
日
大
坂
出
立
伏
見
登
リ
川
舩
員
数

右
通
り
候
、
先
達
而
御
觸
被
仰
渡
候
綱
引
人
足
弐
百
五
拾
人

右
割
付
候
こ
と
く
無
間
違
舩
々
江
配
付
引
届
ケ
候
様
此
書

付
村
次
順
々
被
相
達
度
候
、
以
上
、

大
坂
薩
州
屋
敷
留
守
居

申
十
月
十
三
日

伊
集
院
覚
左
エ
門

大
坂
�
伏
見
�
両
川
縁
村
々

庄
屋
中

年
寄
中

右
廻
状
廻
リ
様
当
村
江
薩
州
蔵
屋
敷
�
士
持
参
川
崎
村
江
渡
、

⑤〈
七
七
裏
〉

琉
球
信
使
一
行
座
目

ヨ
ン
タ
ン
サ
ン
ワ
ウ
ジ

ワ
ク
ガ
ハ
ヲ
ヤ
カ
タ

正
使

読
谷
村
王
子

上
下
拾
五
人

副
使

湧
川
親
方

上
下
七
人

フ
ク
ヤ
マ
バ
イ
キ
ン

ヲ
ロ
ク

賛
議
官

譜
久
山
親
雲
上

上
下
四
人

楽
正

小
録
親
雲
上

上
下
三
人

（
儀
）

マ
キ
シ

カ
ね
ガ
ダ
ン

議

衛
正

牧
志
親
雲
上

上
下
弐
人

掌
翰
史

兼
ヶ
段
親
雲
上

上
下
二
人

マ

キ

ヤ

圉
師

真
喜
屋
親
雲
上

上
下
二
人

正
使
之
使
賛

モ
リ
ヤ
マ

森
山
親
雲
上

上
下
二
人

タ
カ
ミ
ヤ
グ
ス
ク

高
宮
城
親
雲
上

上
下
二
人

マ
ヱ
ガ
ハ

前
川
親
雲
上

上
下
二
人

楽
師カ

メ
ジ
マ

龜
島
親
雲
上

上
下
二
人

タ
カ
ヤ
マ

多
嘉
山
親
雲
上

上
下
二
人

〈
七
八
表
〉

幸
地
親
雲
上

上
下
二
人

ク

シ

久
志
親
雲
上

上
下
二
人

ト
ク
バ
ル

徳
原
親
雲
上

上
下
二
人

楽
童
子

タ
ジ
マ

田
島
里
之
子

上
下
三
人

ト
ク
ム
ラ

徳
村
ヽ
ヽ
ヽ

同

ゲ
ン
カ

源
河
ヽ
ヽ
ヽ

同

サ

ク

マ

佐
久
間
ヽ
ヽ
ヽ

同

ハ
ね
ヂ

羽
地
ヽ
ヽ
ヽ

同

（８３）
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カ
ミ
ム
ラ

神
村
ヽ
ヽ
ヽ

同

路
次
楽
人
弐
拾
壱
人

合
九
拾
六
人

〈
七
八
裏
〉

琉
中
間
壹
身

イ
シ
カ
ハ
チ
ク
ド
ン

石
川
筑
登

ヨ

ナ

ハ

與
那
覇
ヽ
ー

山
村
ヽ
ー

ニ

ヤ

喜
瀬
に
ヤ

路
次
楽
人
壹
身

ナ
カ
ナ

仲
奈
親
雲
上

ナ
カ
ム
ラ
カ
レ

仲
村
渠
筑
登

瀬
座
ヽ
ー

ウ
ヘ
バ
ル

上
原
ヽ
ー

ヲ
ホ
グ
ス
ク

大
城
に
ヤ

セ
ウ
テ
イ

昭
底
に
ヤ

〈
七
九
表
〉

與
座
嵜
に
ヤ

ソ
ト
マ

外
間
に
ヤ

具
志
堅
ン
に
ヤ

高
良
に
ヤ

屋
冨
祖
に
ヤ

西
平
に
ヤ

ニ
ヒ
ガ
キ

新
垣
に
ヤ

仲
程
に
ヤ

島
袋
に
ヤ

平
田
に
ヤ

カ
ナ
グ
ス
ク

金
城
に
ヤ

屋
比
久
に
ヤ

〈
七
九
裏
〉

賀
数
に
ヤ

仲
本
に
ヤ

儀
部
に
ヤ

⑥一
、
琉
球
人
向
舩
十
二
月
廿
八
日
登
〇
閏
十
二
月
朔
日
昼

七
時
伏
見
着
、
翌
二
日
伏
見
逗
留
〇
同
月
三
日

昼
八
ツ
時
當
村
領
通
舩
、
但
先
觸
無
之
候
處
、

百
姓
糞
舩
取
退
差
懸
り
言
付
有
之
間
、
此
後

右
心
得
ニ
可
仕
事
、

（８４）

「朝鮮人来朝一件」に見える琉球使節関係史料について
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【
解
説
】

明
和
元
年
の
琉
球
使
節
は
、
一
〇
代
将
軍
徳
川
家
治
の
将
軍
襲
職
に
対
し
て
派
遣
さ

れ
た
「
賀
慶
使
（
慶
賀
使
）」
総
員
九
六
名
か
ら
成
り
、
六
月
九
日
に
琉
球
を
発
し
、

一
一
月
二
一
日
・
二
五
日
に
江
戸
城
に
登
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
５
）
。
本
書
で

は
使
節
の
琉
球
出
立
前
の
五
月
一
七
日
（
①
）
か
ら
、
帰
路
に
大
坂
を
通
航
し
た
閏
一

二
月
三
日
（
⑥
）
ま
で
の
情
報
を
載
せ
て
い
る
。
記
主
に
つ
い
て
は
明
示
さ
れ
て
い
な

い
も
の
の
、
触
の
出
発
地
で
あ
る
野
田
村
を
「
当
村
」
と
す
る
こ
と
（
④
）
な
ど
か
ら

し
て
、
朝
鮮
信
使
・
琉
球
使
節
の
備
忘
録
と
し
て
野
田
村
で
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
下
、
①
〜
⑥
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
内
容
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
く
。

①
東
西
町
奉
行
か
ら
東
成
郡
の
村
々
に
宛
て
ら
れ
た
触
の
写
し
。
将
軍
が
琉
球
側
に
下

賜
す
る
銀
は
明
和
当
時
の
通
用
銀
で
な
く
、
高
品
位
の
古
銀
が
充
て
ら
れ
て
い
た
（
６
）
。

そ
れ
を
見
越
し
た
市
中
で
は
吹
替
な
ど
の
浮
説
に
よ
り
混
乱
が
生
じ
か
ね
ず
、
本
触
は

こ
れ
を
封
じ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
様
の
触
は
寛
延
元
（
一
七
四
八
）
年
、

前
々
回
の
琉
球
使
節
の
派
遣
時
か
ら
確
認
で
き
る
（
７
）
。

②
③東

成
郡
野
田
村
〜
交
野
郡
楠
葉
村
に
宛
て
ら
れ
た
大
坂
町
奉
行
所
の
番
所
触
（
②
九

月
一
〇
日
付
）
と
町
奉
行
・
船
奉
行
触
（
③
一
〇
月
一
三
日
付
）
の
写
し
。
琉
球
使
節

が
御
座
船
で
淀
川
を
遡
行
す
る
に
当
た
っ
て
、
左
岸
・
右
岸
の
各
村
に
対
し
、
そ
れ
ぞ

れ
二
五
〇
人
ず
つ
の
綱
引
人
足
を
命
じ
る
内
容
で
あ
る
（
８
）
。

④
一
〇
月
一
三
日
付
で
薩
摩
藩
大
坂
留
守
居
の
伊
集
院
覚
左
衞
門
が
大
坂
〜
伏
見
間
の

村
々
に
宛
て
た
廻
状
の
写
し
。
③
に
て
「
舩
々
綱
引
人
足
割
等
之
儀
茂
松
平
薩
摩
守
家

来
差
図
次
第
可
送
届
候
」
と
予
告
さ
れ
て
い
た
物
に
相
当
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
船
に
何

人
の
人
足
を
宛
て
る
べ
き
か
を
指
示
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
明
和
元
年
時
に
琉
球
使
節

に
対
し
て
川
御
座
船
を
提
供
し
た
の
が
「
本
多
中
務
太
輔
」（
浜
田
・
本
多
忠
盈
）
・

（
マ
マ
）

「
龜
井
能
登
守
」（
津
和
野
・
亀
井
矩
貞
）・
「
松

平

肥
前
守
」（
平
戸
・
松
浦
誠
信
）

の
三
大
名
（
９
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

⑤
「
合
九
拾
六
名
」（
１０
）
と
さ
れ
る
琉
球
使
節
の
構
成
を
書
き
上
げ
た
も
の
。
本
書
前
部

で
朝
鮮
人
一
行
を
差
す
「
信
使
」
と
対
応
さ
せ
る
た
め
か
、「
琉
球
信
使
」
の
語
が
充

て
ら
れ
て
い
る
。「
王
子
」「
親
方
」「
親
雲
上
」「
里
之
子
」「
に
ヤ
（
仁
屋
）」
は
そ
れ

ぞ
れ
琉
球
王
府
に
お
け
る
位
階
を
示
す
（
１１
）
。
無
位
の
仁
屋
の
名
前
ま
で
挙
げ
ら
れ
る

な
ど
詳
細
で
、
そ
の
典
拠
の
解
明
が
ま
た
れ
る
。

⑥
琉
球
使
節
の
帰
国
時
の
日
程
な
ど
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
。
閏
一
二
月
三
日
の
昼
八

つ
時
に
野
田
村
を
通
過
し
た
と
い
う
。
川
下
り
で
あ
る
た
め
綱
引
人
足
な
ど
を
負
担
し

な
い
野
田
村
に
先
触
は
な
く
、
直
前
に
「
糞
舩
」
に
よ
っ
て
通
航
情
報
が
も
た
ら
さ
れ

た
と
い
う
。

以
上
、
琉
球
使
節
の
淀
川
通
航
時
の
足
跡
を
示
す
も
の
と
し
て
、
当
史
料
を
紹
介
し

て
き
た
。
本
書
表
紙
に
は
近
世
期
の
記
載
と
思
わ
れ
る
「
朝
鮮
人
来
朝
一
件
」
と
い
う

（８８）

「朝鮮人来朝一件」に見える琉球使節関係史料について



表
題
が
あ
る
。
琉
球
使
節
は
「
賀
慶
使
」
の
場
合
、
朝
鮮
信
使
と
派
遣
名
目
が
重
な
り
、

宝
暦
一
四
（
明
和
元
）
年
時
は
朝
鮮
信
使
・
琉
球
使
節
と
続
い
た
。
村
々
の
負
担
は
信

使
の
方
が
重
く
（
１２
）
、
よ
っ
て
申
し
送
り
事
項
も
多
く
な
る
こ
と
か
ら
、
本
書
は
二
部

か
ら
成
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
朝
鮮
人
来
朝
一
件
」
と
い
う
表
題
に
代
表
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
近
世
人
の
両
使
節
に
対
す
る
意
識
差
を
知
る
上
で
も
興
味
深
い
事
例
と
い

え
よ
う
。
近
世
後
期
〜
近
代
の
文
書
整
理
の
中
で
錯
誤
が
な
か
っ
た
か
も
含
め
（
１３
）
、

朝
鮮
信
使
に
関
わ
る
記
録
の
中
に
琉
球
使
節
関
連
の
記
載
が
紛
れ
込
ん
で
い
な
い
か
、

以
後
気
に
し
て
い
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
本
紹
介
が
、
畿
内
に
お
け
る
触
の
伝
達
、
河
川
交
通
史
、
琉
球
史
、

な
い
し
朝
鮮
信
使
と
琉
球
使
節
の
比
較
史
と
い
っ
た
各
分
野
に
お
い
て
、
広
く
活
用
さ

れ
る
こ
と
を
願
っ
て
、
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
１
）
大
坂
で
起
き
た
朝
鮮
官
人
（
崔
天
宗
）
殺
害
事
件
で
、
池
内
敏
『「
唐
人
殺
し
」
の
世
界

―
近
世
民
衆
の
朝
鮮
認
識
』（
臨
川
書
店
、
一
九
九
九
年
）
に
詳
し
い
。

（
２
）
飯
沼
雅
行
「
幕
府
広
域
役
の
命
令
と
情
報
の
伝
達
―
琉
球
使
節
通
航
時
の
綱
引
役
の
場

合
』（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
一
七
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
３
）
原
文
に
は
「
松
平
肥
前
守
」
と
あ
る
が
、
船
印
や
「
琉
球
人
参
府
ニ
付
御
觸
状
留
」（
関

西
大
学
図
書
館
蔵
「
西
田
家
文
書
」
三
三
四
五
）
と
の
関
連
か
ら
し
て
、「
松
浦
肥
前
守
」

（
平
戸
・
松
浦
誠
信
）
を
指
す
も
の
と
判
断
で
き
る
。

（
４
）
人
足
数
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
が
、
直
後
に
「
合
六
拾
弐
人
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る

と
、
四
五
人
と
想
定
で
き
る
。

（
５
）
横
山
學
『
琉
球
国
使
節
渡
来
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）。

（
６
）
梅
木
哲
人
「
琉
球
貿
易
に
お
け
る
日
本
銀
―
薩
州
御
渡
銀
と
銀
座
」（
同
『
近
世
琉
球
国

の
構
造
』
第
一
書
房
、
二
〇
一
一
年
所
収
、
初
出
二
〇
〇
九
年
）。

（
７
）『
大
阪
市
史
』（
第
三
、
五
五
二
頁
）。

（
８
）
詳
細
は
飯
沼
前
掲
参
照
。

（
９
）
し
た
が
っ
て
「
水
野
和
泉
守
」
ら
の
船
を
載
せ
る
「
琉
球
人
行
粧
記
」（『
江
戸
期
琉
球
物

資
料
集
覧
』
第
一
巻
所
収
）
は
実
態
を
踏
ま
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
１０
）
た
だ
し
数
え
上
げ
る
と
九
四
名
で
二
名
足
り
な
い
。
別
史
料
か
ら
琉
球
使
節
の
人
員
復
元

を
試
み
た
横
山
前
掲
を
参
照
す
る
に
、「
副
使
之
使
賛

翁
長
親
雲
上

上
下
二
名
」
を

書
き
損
じ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
１１
）『
沖
縄
大
百
科
事
典
』（
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
、
一
九
八
三
年
）。

（
１２
）
例
え
ば
琉
球
使
節
に
対
す
る
綱
引
人
足
は
二
五
〇
人
分
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
朝
鮮
信
使

に
対
し
て
は
一
四
七
二
人
分
が
課
さ
れ
て
い
る
（
本
書
前
部
）。

（
１３
）
関
連
し
て
、
紙
屋
敦
之
「
徳
川
家
康
と
琉
球
王
の
対
面
に
関
す
る
一
史
料
」（『
日
本
史
攷

究
』
二
二
、
一
九
九
六
年
）
に
て
紹
介
さ
れ
た
「
徳
川
家
康
琉
球
王
対
面
の
式
覚
」（
山

（
高
麗
）

口
県
文
書
館
蔵
）
と
い
う
史
料
の
裏
書
き
に
は
、「
か
う
ら
い
王
御
対
面
抜
書
」
の
誤
記

が
あ
る
。

（８９）
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